
◯

８
月
１
日
か
ら
国
保
の
被
保
険
者
証
が
新
し
く

な
り
ま
す
！

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）
被
保
険
者
証
は
8
月

に
更
新
と
な
り
ま
す
の
で
、
有
効
期
限
が
平
成
31

年（
令
和
元
年
）
7
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
被
保

険
者
証（
紫
色
）
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
8
月
1

日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
被
保
険
者
証（
桃
色
）

を
7
月
中
に
簡
易
書
留
郵
便
で
発
送
し
ま
す
の

で
、
病
院
等
へ
行
か
れ
る
際
は
新
し
い
被
保
険
者

証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
が
お
手
元
に
届
い
て
い
な

い
場
合
や
住
所
・
氏
名
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
す
み
や
か
に
住
民
課
保
険
年
金
担
当
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◯

高
齢
受
給
者
証
と
被
保
険
者
証
が
一
体
化
さ
れ

ま
す
！

　
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
て
か
ら
、
75
歳
で

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
さ
れ
る
ま
で
の
方

に
交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
は
、
8
月
1
日

か
ら
被
保
険
者
証
と
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
病
院
等
へ
行
か
れ
る
際
に
は
、「
被

保
険
者
証
」
と
「
高
齢
受
給
者
証
」
の
2
枚
を
提

示
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、8
月
以
降
は「
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
の
1
枚
を
提
示
い

た
だ
く
こ
と
で
、
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証

に
記
載
さ
れ
た
自
己
負
担
割
合
分
の
負
担
で
医
療

を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
は
、

所
得
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。

・

現
役
並
み
所
得
の
方
：
3
割
…

　



同
一
世
帯
に
平
成
30
年
中
の
住
民
税
課
税
所
得

1
4
5
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の

国
保
被
保
険
者
が
い
る
方
。

・

一
般
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
：
2
割
…

　
現
役
並
み
所
得
に
該
当
し
な
い
方
。

　
な
お
、
70
歳
未
満
の
方
に
交
付
す
る
被
保
険
者

証
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◯
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
社
会
保
険
な
ど
、
別
の
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

に
国
保
の
被
保
険
者
証
が
届
い
て
い
る
場
合
は
、

国
保
の
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　

社
会
保
険
な
ど
の
保
険
証
、
印
鑑（
朱
肉
を
必

要
と
す
る
も
の
）、
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

が
わ
か
る
書
類
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を
お

持
ち
の
う
え
、
住
民
課
保
険
年
金
担
当
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◯
古
い
被
保
険
者
証
を
回
収
し
て
い
ま
す
！

　
古
い
被
保
険
者
証
は
役
場
で
回
収
を
し
て
い
ま

す
。
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
の
み
を
返
信
用

封
筒
に
入
れ
て
ポ
ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4

　

現
在
お
持
ち
の
福
祉
医
療
費

受
給
券
は
、
7
月
31
日
で
有
効

期
限
が
満
了
と
な
り
ま
す
。

　

8
月
以
降
も
引
き
続
き
受
給

資
格
に
該
当
す
る
方
に
は
、
7

月
下
旬
に
新
し
い
受
給
券
を
送

付
し
ま
す
。
な
お
、
新
し
い
受

給
券
が
お
手
元
に
届
い
て
い
な

い
場
合
や
住
所
・
氏
名
な
ど
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
み

や
か
に
住
民
課
保
険
年
金
担
当

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

＊

新
た
に
対
象
と
な
る
方
や
確

認
が
必
要
な
方
に
は
、
個
別

に
申
請
書
等
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

注　

意

　

保
育
所
・
学
校
等
で
加
入
し

て
い
る
「
独
立
行
政
法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
」
の

災
害
共
済
給
付
の
対
象
と
な
る

受
診
に
つ
い
て
は
、
当
町
で
は

災
害
共
済
給
付
を
優
先
い
た
だ

い
て
い
ま
す
の
で
福
祉
医
療
費

受
給
券
を
使
用
さ
れ
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
受
給
券
を
使

用
さ
れ
る
と
保
護
者
の
方
か
ら

福
祉
医
療
分
を
返
金
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

7
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
券
を

送
付
し
ま
す

現
在
、
福
祉
医
療
費
受
給
券
を
お
持
ち
の
方
へ

◎

乳
幼
児
お
よ
び
小
中
学
生

の
受
給
券
は
、
10
月
に
更

新
と
な
り
ま
す
。

受
給
券
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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
保
険
料
申
請
免
除
制
度

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則

と
し
て
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
で
す
。

※
保
険
料
の
一
部
が
免
除

（
4
分
の
1
免

除
、
半
額
免
除
、
4
分
の
3
免
除
）
に
な

る
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な
か
っ
た
部
分

の
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未
納
と
同

じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
と

し
て
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
に
保
険
料
の
全
額

免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
さ
れ
た
方
で
、
申

請
時
に
翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ

た
方
は
、
申
請
手
続
き
が
不
要
で
す
。（
退

職
や
被
災
等
の
特
別
な
事
情
で
承
認
さ
れ

た
場
合
や
世
帯
構
成
等
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
改
め
て
申
請
手
続
き
が
必
要

で
す
。）

③
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間
は
、
原
則
と
し
て
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
草
津
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課

　
☎
０
７
７

−

５
６
７

−

２
２
２
０

　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当

　
☎
０
７
４
８

−

５
２

−

６
５
８
４

※

各
種
申
請
の
手
続
き
は
申
請
月
の
2

年
1
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す
。

※

手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
・
印
鑑（
朱

肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
な
お
、
会
社
等
を
退
職
さ

れ
た
方
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
を
、
学
生
納
付
特
例
を
申
請
さ
れ

る
方
は
学
生
証
を
併
せ
て
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　
7
月
に
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認

定
を
受
け
て
い
る
方
全
員
に
、「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
送
付
し
ま

し
た
。

　
介
護
保
険
負
担
割
合
証
に
は
、

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
際
の
利
用
者
負
担
の
割
合
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
利
用
者
負
担
は
、
1
割
ま
た
は

2
〜
3
割
で
す
（
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
方
は
2
〜
3
割
負
担
と
な

り
ま
す
）
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま

し
た
ら
、
負
担
割
合
や
適
用
期
間

な
ど
の
記
載
事
項
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
は
、

こ
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
も

と
に
、
利
用
者
の
負
担
割
合
を
確

認
さ
れ
ま
す
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
へ
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
し
た◆問い合わせ先　長寿福祉課　高齢者福祉介護担当　☎0748-52-6501

公
印

※色がうすい緑色に変わります

ご自身の負担割合
（１割または２～３割）
が記載されています。
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